
 
～住み慣れた地域でいつまでも～ 

 

認知症は誰でもかかる可能性のある病気です。 

判断力や記憶力が低下して外出したまま家に 

戻れなくなってしまう場合があります。 

事故などの危険が伴う場合もあり、 

ご本人も含めご家族にとってはとても心配なものです。 

また、警察が保護した高齢者の身元が分からず、帰宅に時間がかかる場合があります。 

 

 

                                    

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎行方不明者の無線放送の内容や緊急情報等を入手するための便利な手段として、  

鳥取県が運用提供している「あんしんトリピーメール」がありますので、ご登録をお願いします。 

（通信料はご負担ください）                               

 

 

問合わせ 
米子市長寿社会課 
☎２３－５１５５ 

 

市内にお住まいの、認知症やその他の認知機能の低下により、

行方不明になるおそれのある方を、希望により事前登録して

おくことで、早期発見・保護するための制度です。 

米子市長寿社会課の窓口に、写真（顔写真と全身）をお持ち下さい。 

申し込みできるのは、本人又は家族です。 

（印鑑のいる場合もあります。申込書はホームページにもあります。） 

ためらわず、早めに交番や警察署へ連絡してください。 

登録情報は市と警察署とで保管し、行方不明になった場合に迅速に活用します。 

   QR コードで簡単登録！ 
 バーコード読み取り機能のある携帯電話 
をお持ちの方は、右記の QRコードから 
メールを作成することもできます。 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-OHlJ2JXtZwc/UrEgEeHQdlI/AAAAAAAAb3I/F05u4uBRB5I/s800/roujin_haikai_woman.png&imgrefurl=http://koidenaikashinkeika.blogspot.com/2015/06/blog-post_30.html&docid=KL_1mjwPMavRgM&tbnid=dL7GUnT8Es_V3M:&vet=10ahUKEwj5vrPe5brVAhXBULwKHdyDBuAQMwgqKAAwAA..i&w=704&h=662&bih=622&biw=1366&q=%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85 %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88 %E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87&ved=0ahUKEwj5vrPe5brVAhXBULwKHdyDBuAQMwgqKAAwAA&iact=mrc&uact=8

